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令和３年第１回長与町議会定例会 

議事日程（第１号） 

 

令和３年３月２日（火） 

午前９時３０分 開議  

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
 

５ ― 施政方針説明  

６ 報告１ 
長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告

について 
 

７ 報告２ 
長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告に

ついて 
 

８ 報告３ 
長与町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につい

て 
 

９ 報告４ 
町道ニュータウン中央線舗装補修工事請負契約の変更に係る専決処

分の報告について 
 

１０ ４ 
長与町議会議員及び長与町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例 
 

１１ ５ 長与町空家等対策の推進に関する条例  

１２ ６ 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例  

１３ ７ 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 
 

１４ ８ 長与町職員定数条例の一部を改正する条例  

１５ ９ 長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

１６ １０ 長与町介護保険条例の一部を改正する条例  

１７ １１ 
長与町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 
 

１８ １２ 

長与町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例 

 

１９ １３ 
長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 
 

２０ １４ 
長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
 

 



日程 議案番号 件        名 備 考 

２１ １５ 長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例  

２２ １６ 令和２年度長与町一般会計補正予算（第９号）  

２３ １７ 令和２年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）  

２４ １８ 令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）  

２５ １９ 令和２年度長与町介護保険特別会計補正予算（第４号）  

２６ ２０ 
令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正

予算（第２号） 
 

２７ ２１ 令和２年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）  

２８ ２２ 令和３年度長与町一般会計予算  

２９ ２３ 令和３年度長与町駐車場事業特別会計予算  

３０ ２４ 令和３年度長与町国民健康保険特別会計予算  

３１ ２５ 令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計予算  

３２ ２６ 令和３年度長与町介護保険特別会計予算  

３３ ２７ 令和３年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計予算  

３４ ２８ 令和３年度長与町水道事業会計予算  

３５ ２９ 令和３年度長与町下水道事業会計予算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年第１回長与町議会定例会会期日程（案） 

 
◎  会 期  ３月２日（火） ～ ３月１６日（火）  １５日間 

月 日 曜 時  間 区 分 備       考 

３ 

２ 火 ９：３０ 本会議 

議長報告、行政報告、施政方針説明、報告事項 

議案上程（提案理由説明） 

  （全員協議会） 

３ 水 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）竹中議員・八木議員 

    （午後）岩永議員・吉岡議員 

金子議員 

４ 木 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）西田議員・内村議員 

    （午後）安部議員・堤 議員 

浦川議員 

５ 金 ９：３０ 本会議 

一般質問（２名） 

（午前）河野議員・松林議員 

議案に対する質疑･付託（委員会付託議案） 

 ６ 土 ― 休 会  

 ７ 日 ― 休 会  

 ８ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

 ９ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１０ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１１ 木 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１２ 金 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１３ 土 ― 休 会  

１４ 日 ― 休 会  

１５ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査予備日  

１６ 火 ９：３０ 本会議 委員長報告・採決（委員会付託議案） 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ １４番 竹 中    悟   議 員 

① 公共施設建設について 

② コロナ禍に対する町の対応について 

③ 議員定数削減について 

２ １番 八 木  亮 三   議 員 

① 「遊び心のあるまち」づくりの具現化について 

② 契約業務等の透明性の確保と情報公開について 

３ １０番 岩 永  政 則   議 員 

① ４０年ぶりの改革、小学校の４０人学級を３５人学級について 

② 長与ニュータウンバス路線の変更について 

③ １０年に一度の基本構想改定と長与町・時津町の合併による市制施行につ

いて 

４ １３番 吉 岡  清 彦   議 員 

① 障害者の人たちの利用のため施設の充実や利用促進について 

② 学校選択制の結果と地域活動について 

③ 無戸籍者の現状と救済について 

５ ９番 金 子    恵   議 員 

① 協働の現状と今後の展開について 

② 所有者不明土地対策について 

６ ３番  西 田    健   議 員 

① コロナ禍での町の取組みについて 

７ ７番 内 村  博 法   議 員 

① 感染症対策等について 

② 学校教育の課題について 

８ ６番 安 部    都   議 員 

① ソーシャルインクルージョンの理念に基づいたまちづくりについて 

② ジェンダー平等社会実現について 

９ １１番 堤    理 志   議 員 

① コロナ禍により家計が悪化した世帯への対応について 

１０ ４番 浦 川  圭 一   議 員 

① コロナワクチン接種に係る本町の対応について 

② 職員の分限・懲戒処分の指針の策定について 

１１ １２番 河 野  龍 二   議 員 

① 空き家対策について 

② 就学援助拡充と学校給食無償化について 

１２ ２番 松 林    敏   議 員 

① 避難所について 

② 自治体アプリについて 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さんおはようございます。開会に先立ちまして皆様に申し上げます。新型コロナウ

イルス感染症予防のため議場内でのマスク着用をお願いいたします。 

ただいまから令和３年第１回長与町議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、１２番河野龍二議員、１３番吉岡清彦議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題といたします。お諮りします。本定例会の会期は、

本日から３月１６日までの１５日間にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって会期は本日から１６日までの１５日間に決定しました。 

日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配布したとおりで

あります。これで議長報告を終わります。 

次に、請願陳情について申し上げます。請願、陳情につきましてはありません。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。それでは早速、行政報告をさせていただきます。花のつ

ぼみも綻ぶ季節となり、議員各位におかれましては御健勝のこととお喜びを申し上げま

す。さて、令和３年第１回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、大変御多用

の中に御出席をいただきまして厚く御礼を申し上げます。本日から開会をしていただく

わけでございますが、本議会におきましても、新年度の当初予算をはじめ多くの議案を

お願いいたしております。長期間になることと思いますが、御審議を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。それでは令和２年１２月から令和３年２月にかけましての行

政報告をさせていただきます。お手元に配布のとおり例年でございましたら各種会議や

消防出初式など、多くの行事が開催される時期でございましたが、新型コロナウイルス

感染防止のため中止や延期、書面決議での開催となっております。主要な部分のみの御

報告とさせていただきたいと思っております。まず１２月１日にヤフー株式会社、そし

て、２２日には株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ、株式会社ＥＺＡＫＩＴＪＡＰＡＮ、そして翌

月にも株式会社バカン、長崎県産業資源循環協会と災害時における協定を締結いたして

おります。本協定によりコロナ禍における災害におきまして、迅速に対応できる体制の

強化が図られたところでございます。本協定が締結できましたことは、町民の皆さん方

の安心安全を担う本町にとりまして大変心強く、町民の皆様の安心感の向上にも寄与で

きるものと期待をしております。１５日には国土交通省、大西副大臣が高田南土地区画



整理事業の現地を視察され、本事業の概要や整備状況につきまして説明を行ったところ

でございます。今後も本事業の早期完成へ向けて取り組んでまいります。１月に入りま

して１０日に予定されておりました成人式は、新型コロナウイルスの影響により中止と

いたしましたが、新成人による実行委員会メンバーと協力し、手づくり成人式として長

与町オンライン成人式を新たに動画にて配信し、町内４３４名の新成人の皆様方にお祝

いのメッセージを発信することができました。１８日には、時津警察署との犯罪被害者

等支援の連携協力に関する協定書の締結を執り行いました。被害者の方に寄り添い支え

る支援や連携協力を目的とする本協定を締結に至ることができましたことは、被害者の

方々にとって心理的、身体的負担を軽減することができるものと期待をしております。

２月に入りまして、４日に長与町介護保険運営協議会より長与町老人福祉計画第８期介

護保険事業計画の答申をいただいたところでございます。本町としましても、地域包括

ケアシステムの構築に向けて高齢者の方々が住み慣れた地域において自立した日常生活

を営むことができるよう、地域に密着した介護保険事業を目指してまいります。１２月

上旬から本県におきまして新型コロナウイルスの感染者数が急激に増加し、県下全域に

特別警戒警報が発令され、また長崎市においては県独自の緊急事態宣言が発令され、不

要不急の外出自粛とともに飲食店等に対して営業時間の短縮要請が出されました。現在

の感染状況は一定落ち着いてまいりましたが、引き続き感染防止対策を徹底するととも

に、医療関係者の皆様の御協力を賜りながらワクチン接種業務を積極的に進めてまいり

ます。以上が１２月から２月にかけましての行政報告でございます。次に載せておりま

す５,０００万円未満の入札結果と併せまして御参照いただければと存じます。よろし

くお願いします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で行政報告を終わります。 

日程第５、施政方針説明を行います。施政方針説明の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

本定例会におきまして、令和３年度当初予算をはじめ、各種の議案審議をお願いする

に当たり、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げ、議員各位をはじめ町民の皆

様方の御理解と御協力を賜りたいと考えております。新型コロナウイルス感染症の拡大

による甚大な影響は、人々の生命だけでなく、経済や社会の状況、さらには人々の行動

や意識、価値観にまで波及をしております。本町でも国の要請を踏まえ昨年３月２日か

らの町内小中学校の臨時休業をはじめ、公共施設の休館や利用の自粛要請、イベント等

各種事業の中止や延期を決定いたしました。さらに、感染予防のための新しい生活様式

の徹底のお願いなど、町民の皆様方には大変御不便、御負担をお掛けいたしております

が、皆様方の命と健康、そして生活を守るためでありますことを御理解賜りたいと存じ

ます。また、感染拡大防止と社会経済活動支援の対策には、一刻も早い対応が求められ



ましたので、補正予算等の決定におきましては、専決処分をはじめ、臨時会の開催など

議会の皆様にも多大なる御理解と御協力を賜りましたことに改めて感謝申し上げます。 

さて、我が国の経済の状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳

しい状況にあり、今後の先行きにつきましては、各種施策の効果等により持ち直しの動

きが期待される一方で、国内外の感染拡大による下振れリスクの高まりに十分注意する

必要があると言われております。こうした中、政府は令和２年１２月に「国民の命と暮

らしを守る安心と希望のための総合経済対策」を閣議決定し、感染拡大防止と社会経済

活動の両立を図り、ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化

の取組を推進するとしております。具体的には、医療提供体制の確保と医療機関等への

支援やワクチン接種体制の整備、デジタル改革、グリーン社会の実現や、防災、減災、

国土強靱化の推進などの安心安全確保を重要な政策として考えております。 

長崎県におきましても新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用、所得環境など

厳しい状況にあります。さらに人口減少や高齢化が進み、２０４０年問題への対応も急

がれております。一方で九州新幹線西九州ルートやＩＲをはじめとする様々なプロジェ

クトの進展により、町の佇まいは大きく変化し、産業構造も造船関連中心から航空機、

半導体、海洋エネルギーなどの多様な産業によって支えられる構造へ変わろうとするな

ど、１００年に一度とも言える大きな変革の時期を迎えております。また、新型コロナ

ウイルス感染症を機に、令和２年の東京圏への転入超過数が前年に比べておおよそ５万

人も縮小するなど、地方への大きな人の流れも生み出されていることから、この変化を

大きなチャンスと捉え、県の活性化に結びつけていく姿勢を示しています。 

本町におきましても新型コロナウイルス感染症の影響による個人所得や企業収益の悪

化により、歳入の根幹である町税が大幅に減少することが見込まれます。このような状

況下ではございますが、町政運営におきましては、町民の幸せを確保し、拡充をして、

「幸福度日本一の町をつくる」という思いに変わりはございません。令和３年度は、新

たな長与町の基本構想と、その将来像を実現するための今後５年間の基本計画を示した

第１０次総合計画のスタートの年であります。この新しい総合計画は、令和元年度から

おおよそ２年間にわたり町民の皆様とともに策定してまいりました。策定に当たっては、

町民の皆様の様々な御意見や、長与の地域特性、これまでのまちづくりに対する評価も

踏まえた上で、少子高齢化、人口減少社会においても豊かに暮らせる地方創生の動きを

効果的に推進させるための「第２期長与町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を包含す

るとともに、持続可能な社会づくりのための目標であるＳＤＧｓとも整合したものとし

て作り上げたものです。この第１０次総合計画に基づき、これまでの「子育て」「教

育」「健康づくり」を施策の柱に据え、さらに「遊び心」を取り入れた施策を展開する

など、活気と安らぎに満ちた持続可能な魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。 

続きまして、財政運営に関する諸情勢でございます。国は令和３年度予算編成に関し

まして、「内外の経済動向や新型コロナウイルス感染症の経済に及ぼす影響を注視しな



がら、躊躇なく必要な対策を講ずる」とする一方で、国、地方債務残高がＧＤＰの２倍

以上に膨らむ見込みがあるなど、厳しい状況にあるとしております。しかしその中であ

っても、「経済あっての財政」との考えの下、「経済、財政一体改革を着実に推進し、

歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを推進する」としております。長崎県におき

ましても地方交付税等の減少や社会保障関係費等の増加とともに、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により県税収入等の大幅な減少が見込まれるなど、県の財政は大変厳

しい状況にあることから、新型コロナウイルス感染症による影響等を十分に注視しなが

らも、収支の改善に力を注ぐとともに、より一層の事業の重点化を図るなど、効果的、

効率的な事業執行と経費の節減に努めていくとしております。本町におきましても、こ

こ数年、経常収支比率は悪化しております。増加の一途をたどる社会保障関連経費や老

朽化した公共施設等の維持管理経費に加え、一括施工を開始した高田南土地区画整理事

業における単年度事業費の大幅な増加、そして未だ新型コロナウイルス感染症の収束の

見通しが立たない中で、引き続き感染拡大防止対策や新しい生活様式への対応など、新

たな行政需要が発生することも見込まれます。これらを踏まえると、これまで以上に危

機感をもって、さらなる経費節減に努めなければなりません。令和３年度は第１０次総

合計画の初年度でもあり、政策の優先、重要度を判断するとともに次の１０年も意識し

ながら、長与町の将来、住民の幸せのために何をすべきかを常に念頭に置き、予算編成

を行ってまいりました。今議会にて御審議いただく令和３年度一般会計当初予算の規模

は１４３億２,３１３万２,０００円、前年度比７.１％の増という状況でございます。 

それでは、令和３年度における主要事業等につきまして所管ごとに説明を行います。

まず、総務部でございます。令和３年度から第５次長与町行政改革大綱及び実施計画に

基づいた行政改革を遂行し、事務の効率化、事業の充実、住民サービスの向上を目指し、

効果的、効率的な行政運営に努めてまいります。また、人事評価制度や職員研修などを

活用した職員の意識改革、人材育成を行うとともに、時間外勤務の状況及び業務内容の

変化に応じた人員配置を継続して行うことで、行政需要の多様化など社会状況の変化に

適切に対応し得る組織編成を図ってまいります。行政サービスにつきましては、デジタ

ル技術やＡＩ等の活用方法を研究し、住民の利便性の向上、業務効率化に繋がるＩＣＴ

技術の活用を推進してまいります。消防防災事業では、消防団の地域防災力の充実強化

を図るために、消防装備の改善や団員の処遇改善を図ってまいります。災害対策時の新

型コロナウイルス感染症対策として、避難所における手指消毒や検温の実施、間仕切り

パーテーションの設置などを行い、町民皆様が安心して避難いただける体制に努めてま

いります。また、防災対策として令和２年度に洪水ハザードマップを作成したことから、

広くその周知を図り、活用していただくことで減災へ繋げてまいります。地域協働では、

安全、安心な暮らしを支える最も身近な住民組織である自治会や各地区コミュニティの

活動を引き続き支援するとともに、活動に対する理解の醸成と加入、参加の促進を図る

ため、広報紙やホームページ、また、若い世代に対しましてＳＮＳ等の各種媒体を活用



した情報発信に努めてまいります。交通安全対策事業では、季節ごとの交通安全運動を

積極的に実施しつつ、関係団体と連携し、交通安全教育や参加体験型講習会等を開催し、

交通マナーの向上と交通安全意識の高揚を図りながら、子どもと高齢者を交通事故から

守る施策を行ってまいります。また、引き続き、高齢者運転免許証自主返納奨励事業を

通して、高齢運転者による交通事故の減少にも努めます。防犯対策事業では、警察や地

域の見守りの皆様の御協力をいただき、犯罪を未然に防ぐまちづくりに努めながら、不

幸にも犯罪被害者等となった方へは、ワンストップによる被害者等支援を実施してまい

ります。なお、特殊詐欺等の被害防止に向け各種相談業務を行うとともに、町民の皆様

に、よりタイムリーな情報提供ができるよう警察等と連携を行ってまいります。情報管

理部門では、安定的な電算システムの運用管理を図るとともに、ＡＩ、ＲＰＡ等のＩＣ

Ｔ導入など庁内業務の効率化を進め、さらなる住民サービスの向上に努めてまいります。

また、財政状況に鑑み、長崎県市町村行政振興協議会によるパソコンの共同調達に参加

し、より安価に調達することで経費削減へと繋げております。契約管理部門におきまし

ても、公用車の調達方法を見直したほか、庁舎をはじめとする公共施設の電力調達に関

する入札を実施し、経常経費の縮減がなされたところでございます。引き続き、調達方

法の見直しによる事務効率化と経費削減に努めるとともに、普通財産のうち低未利用地

の売却を検討するなど、自主財源の確保を図りながら財政の健全化に努めてまいります。

広報広聴部門では、リニューアルいたしました長与町公式ホームページを４月から公開

いたします。アクセシビリティを高め、高齢者や障害のある方など誰もがホームページ

等で提供される情報や機能を利用しやすいようにしたほか、スマートフォンやタブレッ

ト端末にも対応できるようにしております。今後もＳＮＳなどと連携しながら、正確で

即時性のある情報発信に努めてまいります。 

次に企画財政部でございます。本町の新たなまちづくりの羅針盤となる第１０次総合

計画は、総合戦略を包含するものとして令和３年度からスタートいたします。人口減少、

少子高齢化への対策のほか、人口減少社会においても活力ある持続可能な地域づくりを

目指し、地方創生の観点を踏まえ各種施策に取り組んでまいります。本町への移住定住

促進につきましては、移住希望者への情報発信やきめ細かな相談体制の整備などに努め

るほか、結婚を希望する方に対して気軽に相談できる場や出会いの機会を提供するなど、

関係機関と連携した効果的な取組を推進してまいります。平成２８年に連携協約を締結

した長崎市、時津町との１市２町による連携中枢都市圏につきましては、今月中に「第

２期長崎広域連携中枢都市圏ビジョン」が策定されることとなっており、さらに充実し

た取組を推進してまいります。適切な役割分担による効率的、効果的な事業構築に加え、

新たな領域での連携の可能性についても検討してまいります。また、公共施設の適正な

維持管理につきましては、長期的視点による老朽化対策、適切な維持管理、修繕、更新

等に伴うトータルコストの縮減、平準化を図るため、施設の現状や国の指針等を踏まえ、

公共施設等総合管理計画の見直しを行います。財政運営につきましては、本町の財政状



況は社会保障費など裁量の余地がない経常的な経費が増大する一方、歳出に見合う財源

を単年度の歳入で賄えない状況が続いております。さらに高田南土地区画整理事業の一

括施工、教育関連施設の維持更新など、多額の経費を要する事業が予定されております。

加えて、新しい図書館の建設に向けた動きや行政のデジタル化の推進をはじめとする

「新たな日常」の構築、昨今の頻発化、激甚化している災害への対策なども求められて

おります。こうした中で、財政の健全性を維持していくためには、地方自治法の本旨で

ある「最少経費、最大効果の原則」に則り、これまで以上に職員一人ひとりの英知を結

集して、持続可能な財政運営の堅持に努めてまいります。課税事務につきましては、町

税が本町歳入の根幹をなすことから、課税客体の的確な把握と適正かつ公正な課税に努

めます。なお、令和３年度におきまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一

環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対し、事業用家屋及び償却資産に係る

固定資産税、都市計画税の軽減措置を行うなど、国の制度動向と連動した課税対策を行

ってまいります。収納推進業務につきましては、これまでも適正な債権管理に努め、収

納率の向上と滞納繰越額の圧縮を実現してまいりました。引き続き、丁寧な徴収事務に

努めるのはもちろんのこと、公平性の観点から、必要に応じて差押え等の滞納処分を実

施し、安定的な自主財源の確保に努めてまいります。また、利便性の向上に繋がる納付

環境の整備といたしまして、令和３年４月から一部の決済事業者ではございますが、町

税や保険料、水道料金などのキャッシュレス納付が可能となります。 

続きまして、住民福祉部でございます。誰もが健やかに生き生きと安心して暮らすこ

とができるよう、子育てや住民福祉の充実と生活環境の向上を目指した取組を進めてま

いります。住民窓口におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底に

取り組んでまいります。また、行政の基盤となる住民基本台帳、戸籍及びマイナンバー

関連等の情報セキュリティ対策を徹底するとともに、丁寧で信頼される窓口サービスの

提供を行います。昨年より開始されました各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナ

ポイント事業のほかに、今後は各種健康保険証利用等、これからのデジタル社会への基

盤となるマイナンバーカードの普及促進を図ってまいります。地域の環境づくりにおき

ましては、町民や事業者、近隣市町と連携を図りながら地球温暖化対策に取り組み、住

みよい生活環境となるよう進めてまいります。廃棄物処理につきましては、温暖化対策

にも繋がるごみの減量化や適正処理を長与・時津環境施設組合と連携を強化して取り組

むことにより、循環型社会形成を推進し、環境への負荷ができる限り低減される社会を

目指します。高齢者福祉につきましては、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らす

ことができるよう、権利擁護支援や成年後見制度利用促進などを中心的な役割として担

う中核機関の設置を行います。地域福祉につきましては、福祉施策の基盤である地域福

祉計画が最終年度となることから、これまでの取組について十分に検証を行うとともに、

町民の皆様からの様々な御意見を踏まえ、地域共生社会の実現に向けた地域づくりを軸

に次期計画を策定してまいります。障害者福祉におきましては、令和３年度が第６期障



害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の実施初年度となることから、計画における目標

の達成に向けて関係機関と連携を図りながら、障害の特性に応じた支援を進めてまいり

ます。子育て支援業務につきましては、これまで優先課題として取り組んでまいりまし

た保育の受け皿確保につきまして、国の子育て安心プラン並びに長与町子ども・子育て

支援事業計画に基づき、令和２年度に認定こども園を整備いたしました。これで本町に

おける保育の受け皿整備事業は完了となります。今後は需要と供給のバランスに留意し

ながら、保育の質の確保をはじめ、各種支援サービスの推進に努めてまいります。子育

て支援に関する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策につきましては、保育所や放課

後児童クラブ、病児保育などの子育て支援施設が感染症対策の徹底を図りながら、事業

を継続的に実施していくために必要な経費を助成いたします。また、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、育児に対する孤立感や負担感の増加や経済困窮など、児童虐待

のリスクが高まる恐れがあることを踏まえ、相談支援体制並びに子どもの見守りを強化

いたします。母子事業では、出生後の全戸訪問を専門職で対応し、産後の早期支援に努

めてまいります。健診事業や相談事業につきましても３密回避や新しい生活様式を取り

入れ、安心して事業に参加していただけるよう、感染症対策を徹底しながら事業を継続

しつつ、人数制限を設けている離乳食教室等については動画配信による情報提供にも努

めます。子育て支援センターでは、外出を自粛している親子や里帰り中の親子でも参加

ができるよう、リモートによる講座や座談会など積極的に取り組んでまいります。 

続きまして、健康保険部でございます。感染症対策につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症への対策を引き続き強化して実施してまいります。また、ワクチン接種につ

きましては、２月から職員を増員して配置し庁内の体制を強化するとともに、接種を望

む住民が速やかに接種できるよう、町内医療機関と連携しながら十分な体制で臨んでま

いります。健康づくりにつきましては、人生１００年時代を迎え、町民の皆様が生涯に

わたって心身ともに健康な暮らしを営めるよう「長与町健康のまち宣言」を柱とした町

民総出による健康づくりに取り組んでまいります。中でも健康ポイント事業は、官民連

携や健診未受診者等への着実な周知により２,０００名規模へ参加者の裾野を広げてお

ります。このような取組に加え１か月にわたる長期イベントを年２回開催するなど、新

たな視点での仕掛けを盛り込むことで飽きのこないイベントづくりを進めてまいります。

また、令和３年度における健康ポイント事業の卒業者おおよそ８００名が永続してウォ

ーキングなどの健康づくりに取り組めるよう、その受け皿として民間活用を推し進めて

まいります。健康寿命の延伸に向けた疾病、介護予防、フレイル対策など、高齢者の健

康増進の取組といたしましては、高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施し、

虚弱な状態を改善する対策を含めた高齢者の健康づくりを効率的かつ効果的に推進して

まいります。国民健康保険事業につきましては、医療費の増加による保険税の負担増に

繋がらないよう、特に特定健診の受診率向上のためのＰＲの強化や後発医薬品の使用促

進等に努めてまいります。介護保険事業につきましては、令和３年度から令和５年度ま



での３か年を計画期間として、長与町老人福祉計画・第８期介護保険事業計画を策定し

たところでございます。第８期計画では、団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年を

見据え、本町の地域特性に即した効果的な事業の推進を図りながら、医療や介護が必要

になっても住み慣れた地域で医療、介護、生活支援サービスを受けながら、安心して暮

らせるまちづくりを目指す地域包括ケアシステムの深化、推進に引き続き取り組んでま

いります。介護予防事業につきましては、地域における介護予防活動を担う人材の育成

として、介護予防リーダー養成講座の実施や専門職が地域に直接出向いて助言等を行う

地域リハビリテーション活動支援事業を実施してまいります。生活支援体制の整備につ

きましては、第１層協議体である「支えあい『ながよ』推進協議体」を中心として、住

民相互の支え合い活動を推進するために、第２層協議体の立ち上げと地域課題の解決に

向け取り組んでまいります。また、認知症対策として、認知症に対する地域の理解を深

めるとともに認知症予防の推進、早期対応に取り組み、認知症の方やその御家族の支援

に努めてまいります。 

続きまして、建設産業部でございます。農業の振興につきましては、本町の特産品で

ある柑橘の品質向上対策並びに優良苗木への更新事業や農産物直売所における安心、安

全な農作物の充実に向けた野菜苗等の購入を補助する畑作物拡大事業、落葉果樹等苗木

購入補助事業、有害鳥獣被害防止対策などを継続して実施し、農家の所得向上に繋げて

まいります。また、スマート農業普及のための環境整備、耕作放棄地発生防止対策など、

各種事業を展開してまいります。次に林業関係におきましては、里山林整備事業及び山

地防災の強化に向けた治山事業など、今後も県当局の指導を仰ぎ事業を進めてまいりま

す。水産関係では、ヒラメ、ナマコなどの稚魚放流事業に加え、子ども達の漁業体験な

ど大村湾漁業協同組合と連携し展開をしてまいります。続きまして、商工観光関係では、

商店街の賑わい創出及び新たな創業を支援するため、チャレンジショップの取り組みを

継続して実施してまいります。また創業塾の開催、販路開拓支援事業など町内事業者の

経営安定と販売力向上に向け、引き続き西そのぎ商工会と連携し各種支援事業を展開し

てまいります。雇用環境の充実や関係人口の創出として、ＩＴなどのオフィス系企業の

誘致やテレワーク施設について検討を行ってまいります。そのほか、長与川まつり、長

与シーサイドマルシェでは、新型コロナウイルス感染症が落ち着きましたら、実行委員

会と連携し町内外から多くの来場者で賑わうイベントとして、交流人口の増加と町の活

性化に繋げてまいります。ふるさと長与応援寄附金事業では、長与町の取組事業などを

紹介しながら返礼品となる地場産品のさらなる掘り起こしを行い、全国の皆様方に応援

していただけるよう努めてまいります。次に建設関係でございますが、町道に架設され

ている橋梁につきましては、長寿命化修繕計画に基づき年次ごとに詳細点検、修繕を行

い、維持管理コストの縮減に努めてまいります。また、町道の維持管理につきましても、

舗装の補修、打ち替えなどを計画的に行ってまいります。中尾城公園をはじめとする公

園につきましては、幅広い世代が楽しめる憩いの居場所として多くの方が集い、遊べる



公園となるよう充実を図るほか、施設の長寿命化など計画的な維持管理に努めてまいり

ます。町営住宅につきましては、長寿命化計画に基づき年次ごとに詳細点検、補修設計

を行い、早期の修繕によるライフサイクルコストの削減に努めてまいります。都市計画

道路西高田線につきましては、幅員が狭小な高田踏切から和楽団地入口付近の道路拡幅

工事、並びに和楽団地入口付近から役場方面に向けての用地購入及び建物移転補償を進

めております。本区間における交通の円滑化と歩行者の安全確保に向け、引き続き事業

を進めてまいります。高田南土地区画整理事業につきましては、事業の長期化により地

権者の方々には大変御迷惑をお掛けしております。事業の早期完成に向けた残工事の一

括施工に関する工事請負契約が、受託施行者である長崎県において令和２年３月に締結

されており、本年度は２年目でございます。区域内では大規模な土工事、道路工事、水

路工事、宅地造成工事等が行われ、令和７年３月末完成を目指して本格的に動き出して

おります。今後も長崎県と緊密に連携し一日も早い工事完成を目指して事業を進めてま

いります。 

次に教育委員会でございます。心を育む教育と文化の創造のさらなる充実を目指して、

次のような内容に取り組んでまいります。教育環境の充実といたしましては、まず長与

小学校体育館の改修工事を行います。雨漏りが激しく、外壁塗膜のひび割れや浮き、一

部剥落もあるため、体育館の屋根と外壁について改修を行い、学校施設の安全性と機能

の確保に努めます。そのほか学校のトイレの洋式化や普通教室の照明をＬＥＤ照明へ交

換するなど、機能性と快適性の向上も図ってまいります。また、児童生徒一人一台の端

末の整備や、全ての小中学校において高速大容量の校内ネットワークの環境が整い、Ｉ

ＣＴを基盤とした先端技術等を効果的に活用し、子どもの力を最大限引き出す学びを実

現するためのＧＩＧＡスクール構想が本格稼働いたします。学校教育では、このＧＩＧ

Ａスクール構想により整備された一人一台の端末を活用し、新しい学習指導要領により

提示された能力を育成してまいります。具体的にはこれら端末の活用を通してドリル型

ソフト、技能に関する動画等のコンテンツを利用した個別最適化された学びにより、学

習指導要領に示された知識及び技能の獲得を推進してまいります。また、学習用ソフト、

インターネットによる情報収集、ワープロソフトやプレゼンテーションソフトによる表

現活動などにも端末を活用し、思考力、判断力、表現力の育成を推進します。生涯学習

では「出会い、ふれあい、学びあい」をモットーに、上長与地区公民館の浴場施設を改

築し、地域の皆様方が気軽に集える交流の場としてのコミュニティホールを設置するほ

か、町民が主体的に生涯学習に取り組めるよう、各公民館等における講座の充実と自主

グループ活動の育成、支援に努めながら生涯学習のまちづくりを進めます。また、いつ

でもどこでも気軽に読書を楽しむことができる、ながよ電子図書館の拡充にも努めなが

ら、図書館の魅力を発信し、より一層の利用促進を図ってまいります。新しい図書館に

つきましては、新図書館整備計画検討委員会を立ち上げ、新図書館整備において指針と

なる基本構想や基本計画の改訂作業を行ってまいります。青少年の健全育成では、子ど



も達の休日の居場所づくりとして、毎月１回土曜日に開催しております地域子ども教室

のほか、家庭教育学級やメディア安全指導等の充実を図り、家庭や学校、地域が一体と

なった青少年の健全育成に努めてまいります。文化芸術の振興では、長与三彩関連遺構

の第１期発掘調査を行います。また、町民文化ホールの音響設備の入替工事及び外壁の

改修工事を実施し、文化施設の適正な維持管理に努めます。スポーツの振興では、令和

４年度から導入を予定しております施設予約管理システムのオンライン化に向けて、シ

ステムの改修を行います。オンライン化により、施設の予約や使用料の支払いにおける

窓口での手続きが不要になるなど、利用者の利便性の向上を図ってまいります。また、

遊び心のあるまちづくりの一つとして、大村湾を活用した海洋スポーツの企画、推進に

努めてまいります。教育委員会では様々な取組を通じて、学校、家庭及び地域住民がお

互いに手を携え、町民を挙げて子ども達の健やかな成長を育むとともに、誰もが生涯に

わたって学び続け、生きがいを持って活躍できる地域社会の実現を目指してまいります。 

最後に水道局関連でございます。水道事業及び下水道事業につきましては、安定した

サービスを提供するため中長期計画等に基づいた事業の実施により、サービスの効率化、

経営健全化等に取り組んでまいります。令和３年度におきましては水道課と下水道課を

統合し、上下水道課とする組織機構の見直しを実施します。これにより窓口の一元化を

実施し、町民に対するサービスの向上とともに組織のスリム化による経営コストの削減

及び経営の安定化を図ってまいります。あわせて水道事業、下水道事業の連携による緊

急時のマンパワーを確保し、対応力の強化も図ってまいります。上水道の整備につきま

しては、重要なライフラインの一つとして、安全で良質な水を安定的に供給することを

最大の使命として取り組んでおります。水道施設の整備におきましては、高田南土地区

画整理事業の工事進捗に合わせた配水管の布設や老朽化した配水管等の布設替えを行い、

計画的な耐震化を図ってまいります。また、浄水場運転管理業務委託の業務期間や取り

扱い範囲を拡大し、効率的な運営に努めるとともに、漏水対策、水質管理に万全を期し、

適切な維持管理を行ってまいります。経営基盤の強化におきましては、事業経営の基本

計画である経営戦略の見直しを行い、経営状況の分析と将来を見据えた水道施設の整備

計画や財政マネジメントの向上に取り組んでまいります。下水道の整備につきましては、

町民の快適な生活環境を保持すると同時に大村湾の水質保全に寄与することが求められ

ております。下水道施設の整備として、長与浄化センターにおきましては大村湾の水質

を保全するために水処理施設の高度処理化を進めるとともに、ストックマネジメント計

画に基づき汚泥処理施設の改築更新を実施します。管路施設におきましては、高田南土

地区画整理事業の工事進捗に合わせた汚水管の布設を行い、ストックマネジメント計画

に基づき調査した老朽化施設の修繕、更新に取り組んでまいります。また、包括的民間

委託を推進することで、さらに民間事業者のノウハウを活用した効率的、効果的な運営

に努めてまいります。 

大変長くなりましたが、以上が令和３年度の町政運営に対する基本姿勢及び重点施策、



主要事業等でございます。私をはじめ、全職員一丸となって諸問題の解決に向け取り組

み、「幸福度日本一のまちづくり」に邁進してまいりますので、議会をはじめ、町民の

皆様方の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で施政方針説明を終わります。 

日程第６、報告１長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告

についてから、日程第９、報告４町道ニュータウン中央線舗装補修工事請負契約の変更

に係る専決処分の報告についてまでの４件の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

報告１から報告４につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

志田健康保険部長。 

○健康保険部長（志田純子君） 

皆さんおはようございます。それでは、報告１長与町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の専決処分、報告２長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処

分及び報告３長与町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分につきましては、一

括して御報告をさせていただきます。本報告は、新型インフルエンザ等対策特別措置法

等の一部を改正する法律が令和３年２月３日に公布され、令和３年２月１３日に施行さ

れることに伴い、地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和３年２月１２日に専

決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。改正の

概要につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２の特例とし

て「新型コロナウイルス感染症」が「新型インフルエンザ等感染症」にみなし適用され

ておりましたものが、感染症法等の改正により「新型インフルエンザ等感染症」の定義

に新たに追加されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日名子建設産業部長。 

○建設産業部長（日名子達也君） 

おはようございます。それでは報告４町道ニュータウン中央線舗装補修工事請負契約

の変更に係る専決処分につきまして御報告をいたします。本報告につきましては、令和

２年９月第３回定例会において議決をいただきました町道ニュータウン中央線舗装補修

工事請負契約につきまして、当初の請負金額８,１２９万円に２６５万９,８００円を増

額し、請負金額を８,３９４万９,８００円として契約変更の締結を行うため、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、令和３年２月８日に専決処分を行いましたので、同



条第２項の規定により報告するものでございます。今回の主な変更概要といたしまして

は、現地調査の結果、改良路盤厚に変更が生じたことにより、請負工事費を変更するも

のでございます。報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

場内の時計で、１０時３５分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時１９分～１０時３５分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

日程第１０、議案第４号長与町議会議員及び長与町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例から、日程第２１、議案第１５号長与町道路占用料徴収条例の一部を

改正する条例までの１２件を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第４号から第１５号までの提案理由を

申し上げます。議案第４号長与町議会議員及び長与町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例につきまして、令和２年公職選挙法の一部改正により、町村の選挙に

おける立候補に係る環境の改善を図ることを目的といたしまして、選挙公営の対象が拡

大されました。本条例は、法改正の趣旨に則して長与町議会議員及び長与町長の選挙に

おける選挙公営を導入するために制定をするものでございます。第１条では本条例の趣

旨につきまして、第２条から第５条までは選挙運動用自動車の使用の公費負担に関する

規定でございます。第２条は、候補者の届出日から選挙期日の前日までの日数に６万４,

５００円を乗じて得た金額の範囲内で公費負担を行うことについて定めております。た

だし、選挙公営を受けることができるのは供託物が没収とならない候補者に限られてお

り、第６条及び第９条に規定する選挙公営についても同様となっております。第３条は

契約締結及びその届け出について、第４条は公費負担額及び支払手続について規定して

おります。各契約区分の１日当たりの限度額は、一般乗用旅客自動車運送事業者と運送

契約を行う場合は６万４,５００円と定め、それ以外の者と契約を行う場合におきまし

ては自動車の借り入れは１万５,８００円、運転手の報酬は１万２,５００円と定めてお

ります。なお燃料代は７,５６０円に候補者の届出日から選挙期日の前日までの日数を

乗じて得た金額が限度額となります。第５条は選挙運動用自動車の使用の契約の指定に

関する規定で、同一の日に一般運送契約とそれ以外の契約が締結されるときは、候補者

が指定するいずれかの契約のみを適用することを定めております。第６条から第８条ま

では選挙運動用ビラの作成に関する規定でございます。第６条は選挙運動用ビラの作成

につきまして、第８条に定める額の範囲内で公費負担を行うことを規定しております。

第７条は契約締結及びその届け出について、第８条は公費負担額及び支払手続について



規定しております。公費負担額は１枚当たりの作成単価に公職選挙法で定められました

枚数の範囲内で作成された枚数を乗じて得た金額となります。ただし、１枚当たりの作

成単価の限度額は７円５１銭、作成枚数の上限は公職選挙法に定められた枚数、町村議

会議員選挙におきましては１,６００枚、町長選挙におきましては５,０００枚と定めて

おります。第９条から第１１条は選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規定で

ございます。第９条は選挙運動用ポスターの作成について、第１１条に定める額の範囲

内で公費負担をすることを規定、第１０条は契約締結及びその届け出について、第１１

条は公費負担額及び支払手続につきまして規定しております。なお、公費負担額は一枚

当たりの作成単価にポスター掲示場の数の範囲内で作成された枚数を乗じて得た金額と

し、作成単価の限度額は、５２５円６銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に１６

万５,０００円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額、作成枚数の上限

はポスター掲示場の数と定めております。第１２条は委任に関する規定でございます。

なお、附則につきましては、第１項は本条例の施行期日を公布の日からとし、第２項で

は本条例は施行日以降その期日を告示される選挙について適用することとしております。 

続きまして、議案第５号長与町空家等対策の推進に関する条例でございます。本議案

は空家等の適切な管理を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもの

のほか、町及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等に関する施策を推進す

るための必要な事項について定める条例を制定するものでございます。第１条は目的に

ついて、第２条では用語の意義につきまして規定しております。空家等の適切な管理を

図るため、第３条では所有者等の責務、第４条では町の責務について規定しております。

第５条は町民等による適切な管理が行われていない空家等の情報の提供について規定し

ております。第６条は空家等に関する対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、空家

等対策計画を策定することについて規定しております。第７条では空家等が緊急に危険

を回避する必要のある状態にあり、かつ、その空家等を放置することが公益に反すると

認められる場合は、危険を回避するために必要と認められる最低限度の応急措置を取る

ことを規定しております。第８条は警察や消防など関係機関との連携につきまして、第

９条では委任についてそれぞれ規定しております。なお、附則につきましては本条例の

施行日を令和３年４月１日としております。 

続きまして、議案第６号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につきま

して、本議案は、附属機関につきまして新たに追加するものでございます。まず、長与

町空家等対策協議会につきましては、今後高齢化社会、地域の人口減少、建物の老朽化

といった社会問題を背景に、空家等に関する問題が深刻化していくことが予想をされる

ことから、空家等に関する対策の充実強化を図るために設置するものでございます。委

員の構成は７人以内、任期は２年としております。次に、長与町学校事故調査委員会に

つきましては、学校事故の原因究明そのほかの詳細な調査及び再発防止を図るために、

中立的な立場の外部の専門家による詳細な調査を実施するために設置するものでござい



ます。委員の構成は５人以内、任期は会期中としております。次に新図書館整備計画検

討委員会につきましては、新図書館の整備に当たっての施設の指針となる基本構想及び

基本計画の策定に係る提言、そのほか重要事項の調査及び審議につきまして、専門的、

客観的見地からの意見を反映するために設置するものでございます。委員の構成は１５

人以内、任期は担任する事務が終了するまでの期間としております。なお附則につきま

しては、施行日を令和３年４月１日としております。 

続きまして、議案第７号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例につきまして、本議案は、特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償について新たに追加するものでございます。別表の町長の部に長与町空家

等対策協議会の報酬額を新たに加え、教育委員会の部に長与町学校事故調査委員会及び

新図書館整備検討委員会の報酬額を新たに加えるものでございます。附則につきまして

は、施行日を令和３年４月１日としておるところでございます。 

続きまして、議案第８号長与町職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、本

議案は、水道局における事務事業の集約化による組織体制の見直しに伴い、職員定数の

内訳を変更し、水道局における職員定数を減員するとともに町長部局における職員定数

を増員し、新規の行政需要や業務量の増加に対し柔軟に対応できる組織体制を構築する

ため、条例改正を行うものでございます。改正の内容につきましては、第２条第２号中、

町長の事務部局の職員１８１人を１８５人に改め、同条第３号中、公営企業の事務部局

の職員２４人を２０人に改めるものでございます。附則につきましては本条例の施行日

を令和３年４月１日からとしておるところでございます。 

続きまして、議案第９号長与町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に

つきまして、本議案は、後期高齢者医療保険料の延滞金における端数調整に関し所要の

改正を行うものでございます。第６条第１項の改正につきましては、延滞金を納付金額

が２,０００円以上であるときに限り算定することとし、延滞金額の１００円未満の端

数を、また、当該延滞金の全額が１,０００円未満であるときは、その全額を切り捨て

るよう定めるものでございます。なお附則につきましては、本条例の施行日を公布の日

からとしておるところでございます。 

続きまして、議案第１０号長与町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、

介護保険事業につきましては、介護保険法の規定により３年で１期となる事業計画によ

り運営をしており、令和２年度は第７期計画の最終年度となっております。令和３年度

から５年度までの３か年の事業計画を策定するに当たり、サービス見込量等を推計し、

長与町介護保険運営協議会において御審議を賜り、長与町老人福祉計画・第８期介護保

険事業計画を策定いたしました。本議案はこの計画に基づき、介護保険料の改定等につ

いて提案するものでございます。第１４条第１項は、適用期間を令和３年度から令和５

年度までとし、第１号から第９号までに掲げる第１号被保険者の保険料の額をそれぞれ

改定するものでございます。第２項から第４項までにつきましては、第１項第６号から



第８号までの所得段階を区分する合計所得金額及び期間について、また、第５項から第

７項までにつきましては、第１項第１号から第３号までの低所得者保険料軽減に係る保

険料について改定するものでございます。第２２条につきましては、保険料延滞金にお

ける端数調整の取り扱いに関し、所要の改正をするものでございます。介護保険料につ

きましては、計画期間中の３か年に係る第１号被保険者や認定者の推計を基に、第７期

計画中の実績を踏まえながら介護給付費等を推計いたしております。これにより算出さ

れた第８期計画中の保険料基準額につきましては、介護給付費等準備基金を活用し月額

５,３００円といたします。第７期計画時の保険料基準額と比較いたしますと、今回の

改定で月額５,４００円からマイナス１.８％、１００円のマイナス改定となっておると

ころでございます。なお附則につきましては、第１項におきまして本条例の施行期日を

令和３年４月１日とし、第２２条につきましては公布の日からとしております。また適

用区分といたしまして、第２項では第１４条については令和３年度分の保険料から適用

し、令和２年度以前の保険料につきましては、なお従前の例によることとしております。 

続きまして、議案第１１号長与町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、本議案は、指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、所要

の改正を行うものでございます。主な改正内容としましては、第４条の基本方針におき

まして第５項に高齢者虐待防止の推進、第６項に情報収集、活用による適切な介護支援

の提供についての条文を追加。また、第６条第２項では主任介護支援専門員の事項に関

する改正、第７条第２項では質の高いケアマネジメントを推進する上での改正を行うも

のでございます。第２２条におきましてはハラスメント対策の強化に関する条文の追加。

また第２２条の２及び第２４条の２を新たに追加し、それぞれ業務継続計画の策定等と

感染症の予防及び蔓延の防止のための措置について規定しております。第２５条につき

ましては運営規程等の掲示に係る見直しに関する条文の追加、第２９条におきましては

苦情処理に関する事項につきまして条文を追加しております。また、高齢者虐待防止の

ための措置につきまして、新たに第３０条の２を追加、記録の保存等に係る見直しにつ

いて、第３４条を新たに追加するものでございます。なお、附則につきましては、第１

項において本条例の施行期日を令和３年４月１日とし、第２項、第３項及び第４項にお

きましては、それぞれの経過措置について令和６年３月３１日までとしております。 

続きまして、議案第１２号長与町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例につきまして、本議案は、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正を行うも

のでございます。主な改正内容といたしましては、第３条の基本方針において、第５項

に高齢者虐待防止の推進、第６項に情報収集、活用による適切な介護支援の提供につい

ての条文を追加、第２０条では運営規程に関する条文の追加を行うものでございます。



第２１条におきましては、ハラスメント対策の強化に関する条文の追加。また、第２１

条の２及び第２３条の２を新たに追加し、それぞれ業務継続計画の策定等と感染症の予

防及び蔓延の防止のための措置について規定しております。第２４条におきましては運

営規程等の掲示に係る見直しに関する条文を追加し、高齢者虐待防止のための措置につ

いて新たに第２９条の２を追加しております。第３３条に規定する具体的取り扱い方針

につきましては、第９号を改正し、第１２号及び第２８号を追加、さらに省令に合わせ

て条の構成を変更しております。また、新たに第３６条を追加し、記録の保存等に係る

見直しについて規定いたしております。なお、附則につきましては、第１項において本

条例の施行期日を令和３年４月１日とし、第２項、第３項及び第４項におきましては、

それぞれの経過措置について令和６年３月３１日までとすることとしております。 

続きまして、議案第１３号長与町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、及び議案第１４号長与町指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例につきまして、両議案とも指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、第３条の事業の一般原則におき

まして第３項に高齢者虐待防止の推進、第４項に情報収集、活用による適切なサービス

提供について、条文を追加するものでございます。なお、附則につきましては、第１項

において本条例の施行期日を令和３年４月１日とし、第２項において条例第３条第３項

の適用に係る経過措置を令和６年３月３１日までとすることとしております。 

続きまして、議案第１５号長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきま

して、今回の改正は、道路法施行令の一部を改正する政令に伴い所要の改正を行うもの

でございます。改正内容でございますが、占用料の額を定める別表を改めるものでござ

います。なお附則につきましては、施行日を令和３年４月１日としております。 

以上が議案第４号から第１５号までの提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第２２、議案第１６号令和２年度長与町一般会計補正予算（第９号）から日程第

２７、議案第２１号令和２年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）までの６件を

一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第１６号から第２１号につきまして、

提案理由を申し上げます。 

はじめに、議案第１６号令和２年度長与町一般会計補正予算（第９号）につきまして、

予算書の１ページをお願いいたします。今回の補正は既定の予算総額から歳入歳出それ



ぞれ３億４３８万円を減額いたしまして、補正後の総額を１９１億１,７００万９,００

０円とするものでございます。補正の主な内容につきまして２ページからの第１表歳入

歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の１款町税では決算見込みにより町民

税を減額、軽自動車税及び町たばこ税を増額計上いたしております。８款地方特例交付

金は交付額の決定による計上でございます。１１款分担金及び負担金は、長与・時津環

境施設組合派遣職員給与負担金を額の確定により減額、また、農地災害復旧費地元分担

金を増額計上いたしております。１２款使用料及び手数料では決算見込みにより各施設

の使用料及び各種手数料を減額計上。１３款国庫支出金では決算見込みにより児童手当

負担金、特別定額給付金給付事業補助金等を減額計上、また、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金及び国の補正予算に伴う道路橋りょう費補助金、都市計画費

補助金を増額計上いたしております。１４款県支出金では長崎県妊婦応援新生児特別定

額給付金給付事業費補助金を計上、また、額の確定及び決算見込みにより、国民健康保

険基盤安定負担金、個人県民税徴収取扱費委託金を増額計上、また、障害児通所給付費

等負担金、農地災害復旧費補助金等を減額計上いたしております。１５款財産収入では

財政調整基金をはじめとする基金の運用収入を計上。１６款寄附金では団体より寄せら

れました御寄附について計上させていただいております。３ページをお願いいたします。

１７款繰入金では財政調整基金繰入金、防災基金繰入金を減額計上。１８款繰越金では

令和元年度からの純繰越金の予算未計上分を計上。１９款諸収入では高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施業務委託費を減額、退職手当負担金調整金、過年度長与・時津

環境施設組合運営負担金精算金等を増額計上いたしております。２０款町債では事業費

の変動に伴う充当起債の増減額を計上。また、公園施設長寿命化事業充当起債、減収補

填債を新たに計上いたしております。２１款法人事業税交付金は令和元年度の税制改正

により新たに導入された交付金を計上いたしております。 

続いて４ページからの歳出の主なものを御説明申し上げます。１款議会費では費用弁

償の減額。２款総務費では特別定額給付金、電算システム運用開発委託料等の減額及び

減債基金積立金を増額計上いたしております。３款民生費では障害児通所給付費、放課

後児童クラブ運営費補助金、児童手当を減額計上。４款衛生費では健康診査委託料等の

減額及び下水道施設事業費負担金、長与町水道事業会計補助金を増額計上いたしました。

５款労働費では再任用職員の配置に伴い館長報酬等を減額。６款農林水産業費では再任

用職員配置による館長報酬等を減額、農村地域防災減災事業負担金を増額計上いたしま

した。５ページをお願いいたします。７款商工費では信用保証料補給補助金、長与川ま

つり補助金等を減額計上いたしました。８款土木費では町道等維持補修工事費、橋りょ

う維持補修工事費、街路整備工事費、公園整備工事費等を増額、土地区画整理事業特別

会計繰出金等を減額計上いたしております。９款消防費では広域消防事業負担金を増額、

一般備品購入費等を減額計上いたしております。１０款教育費では教育振興基金積立金

の増額及び決算見込みによる減額計上をいたしております。１１款災害復旧費では決算



見込みによる減額計上をいたしております。６ページをお願いいたします。１２款公債

費では元金償還金及び利子を最終見込みにより計上。１３款諸支出金では土地開発基金

への積立金を計上いたしております。以上が歳入歳出予算補正の主な内容でございます。 

続いて、７、８ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正では、２款総務費

１項総務管理費住民基本台帳ネットワークシステム改修事業以下１６件につきまして、

年度内の完了が困難であると見込まれる繰越予定額をお願いいたしております。９ペー

ジをお願いいたします。第３表債務負担行為補正では、西彼中央土地開発公社が金融機

関から借り入れる事業資金に対する債務保証の追加をお願いいたしております。１０ペ

ージをお願いいたします。第４表地方債補正では、道路橋りょう事業以下７件につきま

しては限度額の変更を、１１ページの公園施設長寿命化事業以下２件につきましては追

加をお願いいたしております。以上が補正予算の主な内容でございます。議案のあとに

補正予算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第１７号令和２年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は既定の予算総額

に歳入歳出それぞれ２,３５３万円を増額いたしまして、補正後の総額を４０億９,１０

０万５,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきましては、２ページ

からの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の４款県支出金１項

県補助金は、普通交付金の額の増額見込みにより２,５００万円増額計上をいたしてお

ります。５款財産収入１項財産運用収入は財政調整基金積立金利子の実績により２万円

を増額計上いたしております。６款繰入金１項他会計繰入金は１４９万円を増額計上い

たしております。保険基盤安定繰入金の確定及び保健事業に対するその他繰入金の見込

み額により増額し、財政安定化支援事業繰入金の確定及び事務費等繰入金並びに出産育

児一時金の実績見込みにより減額するものでございます。次に歳出につきまして御説明

を申し上げます。３ページをお開きください。２款保険給付費１項療養諸費は入院治療

を伴う療養給付費の増加により１,５００万円を増額計上いたしております。同じく２

項高額医療費は入院件数の増加に伴い１,０００万円を増額計上いたしております。５

款基金積立金１項基金積立金は、財政調整基金への積み立てとして９,８９１万６,００

０円を計上いたしております。８款予備費の減額は収支の調整でございます。 

以上が補正予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに補正予算に関する説明

書を添付しておりますので御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第１８号令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算総

額に歳入歳出それぞれ１,６１６万３,０００円を増額いたしまして、補正後の総額を５

億５,５５１万６,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきましては、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の１款後期

高齢者医療保険料１項後期高齢者医療保険料は、歳入見込み額により１,５０４万円を



増額計上いたしております。３款繰入金１項一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金の

確定により１１２万３,０００円を増額計上いたしております。次に歳出につきまして

御説明を申し上げます。３ページをお開きください。２款後期高齢者医療広域連合納付

金１項後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金の確定及び保険料負担金

の見込み額により１,６１６万３,０００円を増額計上いたしております。 

以上が補正予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに補正予算に関する説明

書を添付しておりますので、御参照をお願いしたいと思っております。 

続きまして、議案第１９号令和２年度長与町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

つきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は保険事業勘定におきま

して既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９５４万８,０００円を追加いたしまして、補

正後の総額を３５億１,２４０万４,０００円とするものでございます。補正の内容につ

きまして、２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。保険

事業勘定の歳入につきまして、３款国庫支出金２項国庫補助金は、令和２年度保険者機

能強化推進交付金及び保険者努力支援交付金の額の確定により９５０万６,０００円を

計上いたしております。６款財産収入１項財産運用収入は、介護給付費準備基金の預金

利息でございます。続きまして、歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開

きください。４款基金積立金１項基金積立金は、今回の歳入であります保険者機能強化

推進交付金、保険者努力支援交付金、介護給付費準備基金預金利息に加え、第６期計画

時剰余金を基金へ積み立てるものでございます。７款予備費１項予備費につきましては、

既定額のうち第６期計画時剰余金に当たる３,７１６万円を基金積立金へ計上するため、

同額を減額するものでございます。以上が補正予算の内容でございます。 

なお、議案のあとに補正予算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をいた

だきたいと思っております。 

続きまして、議案第２０号令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計補正予算（第２号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補

正は既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２億１,５３７万８,０００円を追加いたしまし

て、補正後の総額を１６億４,３７２万４,０００円とするものでございます。補正の主

な内容につきまして、２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げ

ます。歳入につきましては、１款１項国庫補助金を３億２,０００万円、２款１項県補

助金を６,４００万円増額、また、３款１項一般会計繰入金を１億８,２１１万７,００

０円減額いたしております。主な内容といたしましては、国の補正予算を活用して高田

南土地区画整理事業の事業費を増額することによる歳入予算の増額でございます。また、

５款２項保留地処分金１,３４９万５,０００円につきましては、高田南土地区画整理事

業における保留地の売却実績に応じた増額でございます。次に歳出について御説明を申

し上げます。３ページをお開きください。１款１項都市計画費を２億１,５３７万８,０

００円増額いたしております。主な内容といたしましては、歳入でも御説明を申し上げ



ましたとおり、国の補正予算を活用した高田南土地区画整理事業の事業費の増額による

ものでございます。次に４ページをお開きください。第２表繰越明許費として高田南土

地区画整理事業の事業費１２億３,６６０万円を計上しております。主な内容といたし

ましては、高田南土地区画整理事業の一括施工について、令和２年度分の事業費を令和

３年度に繰り越すものでございます。以上が今回の補正予算の主な内容でございます。 

なお、議案のあとに補正予算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をして

いただきたいと思っております。 

続きまして、議案第２１号令和２年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

きまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、まず第２条業務の予定

量におきまして（４）建設改良事業を６,９９１万８,０００円増額し４億６,４９０万

２,０００円としております。うち補助対象事業を１億３,１０４万６,０００円増額し

３億６,７３２万６,０００円としております。続きまして、第３条資本的収入及び支出

の収入において第１款資本的収入を１億６００万円増額し、収入総額を４億１,２６２

万９,０００円としております。また、支出において第１款資本的支出では６,９９１万

８,０００円を増額し、支出総額を６億６,３５３万４,０００円としております。これ

は建設改良費において国庫補助金の補正予算が追加されていたことにより関連する事業

費を増額し、それに伴い企業債及び国庫補助金も増額したものでございます。なお、資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億５,０９０万５,０００円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,２６７万円、過年度分損益勘定留保資金６,

１５４万１,０００円及び減債積立金１億６,６６９万４,０００円で補填する予定とし

ております。続きまして、２ページをお開きください。第４条企業債につきまして、限

度額を３,６９０万円増額し、２億１,５９０万円といたしております。こちらも国庫補

助金の補正予算に伴う事業費の増額によるものでございます。 

以上が補正予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに補正予算に関する説明

書を添付いたしておりますので、御参照をお願いします。 

以上が議案第１６号から２１号までの提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第２８、議案第２２号令和３年度長与町一般会計予算から、日程第３５、議案第

２９号令和３年度長与町下水道事業会計予算までの８件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第２２号から第２９号につきまして提

案理由を申し上げます。議案第２２号令和３年度長与町一般会計予算につきまして、ま

ず予算書の１ページをお願いいたします。令和３年度一般会計予算の総額を１４３億２,



３１３万２,０００円といたしております。この予算規模は令和２年度と比較しまして

９億４,７９６万９,０００円、率にして７.１％の増となっております。歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから７ページまでの第１表歳入歳出

予算に記載しておりますが、その主なものを御説明申し上げます。歳入の１款町税は４

２億５,６２８万９,０００円を計上いたしました。これは前年度比３億１,３９４万３,

０００円の減額でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、個人町民税と

固定資産税に大幅な減額が見込まれることが主な要因でございます。２款地方譲与税か

ら５款株式等譲渡所得割交付金までにつきましては、これまでの決算額や歳入状況を考

慮し計上いたしました。６款法人事業税交付金は令和元年度の税制改正により新たに導

入された交付金でございます。令和２年度に２１款として初めての収入がございました

が、地方自治法施行規則第１５条第１項の規定により３年度以降は６款として計上する

こととし、以後の款が１つずつ繰り下がることになりますので、御留意をいただきたい

と思っております。７款地方消費税交付金はこれまでの決算額や歳入状況を考慮し計上

いたしております。続きまして３ページをお願いいたします。８款環境性能割交付金は

これまでの決算額や歳入状況を考慮し計上をしております。９款地方特例交付金は、２

項として新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金を新たに計上してお

ります。これは固定資産税の特例措置の拡充による減収を補填する国からの特別交付金

でございます。１０款地方交付税は、臨時財政対策債への振替額が大きくなることを見

込み、普通交付税としての額を１億円減額しております。１１款交通安全対策特別交付

金は、これまでの決算額や歳入状況を考慮し計上をしております。１２款分担金及び負

担金では、児童福祉費負担金の保育料など１億６,５５０万９,０００円を計上しており

ます。１３款使用料及び手数料では児童福祉使用料、都市計画使用料、住宅使用料やご

み収集手数料など合わせて１億６,６８８万１,０００円を計上しております。１４款国

庫支出金は障害者自立支援給付費負担金、保育所運営費負担金及び児童手当負担金など

に加えまして、新たに新型コロナウイルスワクチン接種に係る負担金及び補助金、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上しております。２３億５,７４４

万１,０００円、前年度比２億２,７４６万７,０００円の増額でございます。１５款県

支出金では長崎県事業継続支援給付事業補助金、衆議院議員総選挙、長崎県知事選挙に

係る事務委託金など１１億６,２００万５,０００円を計上、前年度比４,３０２万７,０

００円の増額でございます。４ページをお願いいたします。１６款財産収入は５０１万

４,０００円を計上しております。前年度比４００万円の減額でございますが、これは

北陽台用地に係る土地貸付収入の減額によるものでございます。１７款寄附金は、ふる

さと長与応援寄附金を８,０００万円と見込んで計上。１８款繰入金では１項特別会計

繰入金のほか、２項基金繰入金につきましては財源調整としての財政調整基金及び減債

基金からの繰り入れと特定目的基金からの繰り入れを合わせ１３億５,９３８万２,００

０円を計上いたしております。前年度比３億６,３５２万２,０００円の増額で、財政調



整基金繰入金の増額が主な要因でございます。１９款繰越金は前年度と同額の５,００

０万円を計上。２０款諸収入は１億３,０８０万９,０００円を計上、前年度とほぼ同額

でございます。２１款町債は１８億５,６８０万円を計上、前年度比５億８,６１０万円

の増額となっており都市計画事業債及び臨時財政対策債の増額が主な要因でございます。 

次に５ページからの歳出につきまして、主な内容を御説明申し上げます。１款議会費

は１億３,８７５万７,０００円を計上、前年度比１２１万２,０００円の減額となって

おります。２款総務費は１３億５,９５５万４,０００円を計上、前年度比３,５８１万

５,０００円の減額となっております。１項総務管理費での庁舎施設整備改良工事費の

減額が主な要因でございます。３款民生費は５６億１,４２８万９,０００円を計上、前

年度比１億７,６８３万９,０００円の減額となっております。これは２項児童福祉費の

保育所等整備交付金の減額が主な要因でございます。４款衛生費は１３億３,１８８万

４,０００円を計上、前年度比１億９,８７５万５,０００円の増額となっております。

１項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費、２項清掃費のごみ処理

費の増額が主な要因でございます。５款労働費は４,０６８万６,０００円で、前年度比

４２８万２,０００円の増額。これは働く婦人の家における空調機改修工事費の増額が

主な要因でございます。６款農林水産業費は１億９,７００万４,０００円で、前年度比

１,８９８万９,０００円の減額でございます。これは固定資産管理システム導入業務委

託料の減額が主な要因でございます。６ページをお開きください。７款商工費は２億１

６９万５,０００円で、前年度比１億４８６万９,０００円の増額でございます。これは

長与町事業継続支援金の増額が主な要因でありまして、令和３年１月から２月にかけて

長崎県より県下全域に発令された特別警戒警報により影響を受けた事業者等に対しまし

て、支援金を支給するものでございます。８款土木費は２３億９０５万１,０００円で、

前年度比６億７,９１８万５,０００円の増額となっております。これは土地区画整理事

業特別会計繰出金の増額が主な要因でございます。９款消防費は３億７,９８５万４,０

００円で、前年度比５２１万８,０００円の減額となっております。これは洪水ハザー

ドマップ作成業務委託料の減額が主な要因でございます。１０款教育費は１３億３,６

３３万５,０００円で、前年度比１億９,５０３万９,０００円の増額となっております。

これは長与小学校体育館改修工事費及び町民文化ホール改修工事費の増額が主な要因で

ございます。１１款災害復旧費は１,５５８万５,０００円を計上しております。これは

近年の頻発する災害を考慮し、前年度比３９０万円の増額でございます。７ページをお

願いします。１２款公債費は１３億７,５２５万１,０００円の計上で、前年度比４２３

万９,０００円の増額でございます。続きまして１３款諸支出金は３１８万７,０００円

で土地開発基金への積立金を計上、前年度比４２２万７,０００円の減額でございます。

これは北陽台用地の土地貸付収入の減額が主な要因でございます。１４款予備費は前年

度と同額を計上いたしております。以上が歳入歳出予算の主な内容でございます。 

続きまして８ページをお願いいたします。第２表債務負担行為では、長与町都市計画



マスタープラン策定業務委託について期間及び限度額を定めておるところでございます。 

９ページをお願いいたします。第３表地方債では、道路橋梁事業以下７件につきまし

て起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに当初予算に関する説明書を添

付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第２３号令和３年度長与町駐車場事業特別会計予算につきまして、

予算書の１ページをお開きください。令和３年度駐車場事業特別会計の予算総額は歳入

歳出それぞれ６６５万９,０００円とするものでございます。この予算額は前年度比よ

り６７万７,０００円、９.２％の減額となっております。歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によります。第２条一時借入金借り入れ

の最高額は５００万円と定めておるところでございます。それでは歳入につきまして御

説明を申し上げます。２ページをお開きください。歳入の主なものといたしましては、

１款使用料及び手数料１項使用料６６５万６,０００円を計上いたしております。 

次に歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款総務費１

項総務管理費は６５５万８,０００円を計上しておりますけれども、駐車場管理委託料

が主なものでございます。繰出金は存目としております。２款予備費は１０万円を計上

いたしております。以上が当初予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに予算

に関する説明書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第２４号令和３年度長与町国民健康保険特別会計予算につきまして、

予算書の１ページをお開きください。第１条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億

４,２７８万６,０００円とするものでございます。この予算額は前年度比２,４３０万

５,０００円、０.６％の減額でございます。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、第１表歳入歳出予算によります。第２条の一時借入金の借り入れの最高額

は５億円と定めております。第３条は歳出予算の流用に関する規定でございます。 

それでは歳入より御説明を申し上げます。予算書の２ページをお開きください。１款

国民健康保険税７億７,１７８万８,０００円は、被保険者数の減少等の影響により前年

度比４,４４１万７,０００円、５.４％の減額でございます。３款県支出金２９億２,９

９３万８,０００円は、前年度比で２,１２９万９,０００円、０.７％の増額でございま

す。主に保険給付費として県から交付されるものでございます。５款繰入金２億３,６

３５万円は、前年度比１２万１,０００円、０.１％の減額でございます。７款諸収入４

２０万８,０００円は、前年度比１万円、０.２％の減額でございます。 

次に歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款総務費２,

５９２万７,０００円は、前年度比１３５万９,０００円、５％の減額でございます。２

款保険給付費２８億７,７２３万５,０００円は、前年度比１,１９１万８,０００円、０.

４％の増額でございます。３款国民健康保険事業費納付金９億５,６５７万円は、県内

被保険者の療養給付費を一括して長崎県が負担するための財源として、提示額を長崎県



へ納付するものでございます。前年度比３,６４４万６,０００円、３.７％の減額でご

ざいます。４款保健事業費６,７９３万円は、前年度比１６７万円、２.５％の増額でご

ざいます。５款基金積立金は存目計上にしております。６款公債費は、前年度と同額の

１００万円を計上いたしております。４ページをお開きください。７款諸支出金４１２

万３,０００円は、前年度比８万８,０００円、２.１％の減額でございます。８款予備

費は１,０００万円を計上しております。以上が当初予算の内容でございます。なお、

議案のあとに予算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第２５号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計予算についての

説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１条、予算の総額を歳入

歳出それぞれ５億６,２３３万１,０００円と定めるものでございます。この予算額は前

年度比２,５０６万９,０００円、４.７％の増額となっております。 

それでは歳入から御説明を申し上げます。予算書の２ページをお開きください。１款

後期高齢者医療保険料４億５,７９３万４,０００円は、被保険者数の増加に伴い、前年

度比２,１７３万５,０００円、５％増加しております。２款使用料及び手数料３万２,

０００円は督促手数料を計上いたしております。３款繰入金１億３４３万３,０００円

は前年度比３２７万８,０００円、３.３％の増額でございます。一般会計からの繰入金

として、事務費繰入金２,１２９万８,０００円、保険基盤安定繰入金８,２１３万５,０

００円を計上いたしております。４款繰越金は存目で計上しております。５款諸収入９

３万１,０００円は前年度比５万４,０００円、６.２％の増額でございます。償還金及

び還付加算金として９２万６,０００円などを計上いたしております。 

続きまして歳出について御説明を申し上げます。予算書の３ページをお開きください。

１款総務費１項総務管理費２２０万７,０００円は一般事務に係る経費を計上しており

ます。２項徴収費１５９万円は徴収に係る経費を計上しております。２款１項後期高齢

者医療広域連合納付金５億５,６６０万７,０００円は前年度比２,５４５万４,０００円、

率にして４.８％の増額でございます。主な要因といたしましては、被保険者の増加見

込み等に伴い、保険料納付金が２,１７３万７,０００円増加したためでございます。３

款諸支出金１項償還金及び還付加算金９２万６,０００円は前年度比５万４,０００円の

増額でございます。４款予備費は１００万円を計上しております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに予算に関する説明書を

添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第２６号令和３年度長与町介護保険特別会計予算につきまして御説

明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。令和３年度保険事業勘定の総

額を歳入歳出それぞれ２９億２６７万５,０００円、介護サービス事業勘定の総額を歳

入歳出それぞれ３,１１３万７,０００円といたしております。この予算規模は前年度と

比較して、保険事業勘定が４億１,５５２万３,０００円、１２.５％の減。介護サービ

ス事業勘定が３６２万１,０００円、１３.２％の増となっております。 



それでは、歳入歳出につきまして保険事業勘定から御説明を申し上げます。予算書の

２ページをお開きください。保険事業勘定の歳入でございますが、１款保険料では第１

号被保険者の保険料６億９,７４０万円を計上いたしております。２款使用料及び手数

料は督促手数料でございます。３款国庫支出金１項国庫負担金は介護給付費負担金４億

９,４７８万円を、２項国庫補助金は調整交付金及び地域支援事業交付金、保険者機能

強化推進交付金及び保険者努力支援交付金１億９６０万３,０００円を計上いたしてお

ります。なお、保険者機能強化推進交付金と保険者努力支援交付金につきましては存目

計上しております。４款支払基金交付金は第２号被保険者の保険料相当分で、介護給付

費交付金及び地域支援事業支援交付金７億４,６０７万５,０００円を計上しております。

５款県支出金１項県負担金は介護給付費負担金３億５,７７７万３,０００円を、２項県

補助金は地域支援事業交付金３,２２４万１,０００円を計上しております。６款財産収

入は存目で計上しています。７款繰入金１項一般会計繰入金は介護給付費繰入金、地域

支援事業繰入金、その他一般会計繰入金及び低所得者保険料軽減繰入金４億４,０７１

万円を、２項基金繰入金は介護給付費準備基金繰入金といたしまして１,４００万円を

それぞれ計上いたしております。８款繰越金は１,０００万円を計上いたしております。

９款諸収入１項延滞金、加算金及び過料と２項町預金利子につきましては存目計上、３

項雑入は第三者納付金、返納金及び雑入１万６,０００円を計上しております。 

次に支出でございます。３ページをお開きください。１款総務費１項総務管理費は１,

１２７万３,０００円を計上いたしております。２項徴収費は納付書郵送に係る経費の

ほか、コンビニ収納手数料等を含め２８８万３,０００円、３項介護認定審査会費は認

定審査会及び認定調査に係る経費など３,６９７万８,０００円を計上いたしております。

４項趣旨普及費は介護保険資料作成として３４万７,０００円、５項介護保険運営協議

会費は運営協議会開催経費３６万２,０００円を計上いたしております。２款保険給付

費は、要支援及び要介護の認定を受けた方が利用するサービスに対する給付費で、２６

億２,３２４万３,０００円を計上いたしております。３款地域支援事業費は、１項介護

予防・生活支援サービス事業費として１億２,００８万９,０００円、２項一般介護予防

事業費は１,９９１万１,０００円、３項包括的支援事業・任意事業費は７,６５７万７,

０００円をそれぞれ計上いたしております。４款基金積立金は介護給付費準備基金積立

金として計上しております。５款公債費は３０万円を計上。６款諸支出金は保険料還付

金等で７１万１,０００円を計上。７款予備費は１,０００万円を計上いたしております。 

次に、介護サービス事業勘定について御説明申し上げます。４ページをお開きくださ

い。介護サービス事業勘定の歳入でございますが、１款サービス収入は地域包括支援セ

ンターが行う要支援１、要支援２の方のケアプラン作成及び総合事業対象者の方の介護

予防ケアマネジメント作成に係る収入として３,１１３万５,０００円を計上いたしてお

ります。２款繰越金及び３款諸収入につきましては存目で計上しております。次に歳出

でございますが、５ページをお開きください。１款事業費１項指定介護予防支援事業費



は、包括支援センター専門員の報酬、居宅事業者へのケアプラン作成委託料など２,８

０５万９,０００円を計上いたしております。２項介護予防・日常生活支援総合事業費

は介護予防ケアマネジメント作成委託料３０７万８,０００円を計上いたしております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに予算に関する説明書を

添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

続きまして、議案第２７号令和３年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計予算につきまして、予算書の１ページをお開きください。令和３年度の予算総額を

歳入歳出それぞれ１６億９,３７３万５,０００円として事業の推進を図りたいと考えて

おります。歳入歳出予算の主な内容につきましては、２ページからの第１表歳入歳出予

算により御説明を申し上げます。歳入につきまして、１款１項国庫補助金を３億６,２

４１万２,０００円。２款１項県補助金を７,５００万円。３款１項一般会計繰入金を１

２億５,４３１万９,０００円。４款１項繰越金を２００万円、それぞれ計上いたしてお

ります。次に、歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款

１項都市計画費を１６億５,９８８万円計上いたしました。主な内容といたしましては、

高田南土地区画整理事業に係る長崎県への事業委託料となっております。２款１項公債

費は、起債償還金として３,１８５万５,０００円を計上いたしました。最後に３款１項

予備費として２００万円を計上いたしました。 

以上が当初予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに予算に関する説明書及

び主要な施策に関する説明書を添付しておりますので、御参照をお願いします。 

続きまして、議案第２８号令和３年度長与町水道事業会計予算につきまして、予算書

の１ページをお開き願います。第２条の業務の予定量といたしまして、令和３年度末給

水戸数を１万５,９２６戸、年間総給水量を３７２万４０５立方メートル、１日平均給

水量を１万１９３立方メートルと見込んでおります。また主要な建設改良事業の事業費

として１億２,１００万円を計上しております。第３条の収益的収入及び支出の予定額

といたしまして、収入では第１款水道事業収益は８億３００万１,０００円を見込んで

おります。主なものとして、営業収益の７億３,１９６万５,０００円、内訳として上水

道給水収益７億７３７万７,０００円が主なものでございます。営業外収益では７,１０

２万６,０００円、内訳として長期前受金戻入７,０８７万９,０００円が主なものでご

ざいます。そのほかに特別利益を計上しております。支出では第１款水道事業費用７億

２,７４７万円を計上しております。主なものといたしまして、営業費用の６億９,６７

０万１,０００円でございます。主な内訳といたしまして、水道施設等の維持管理等に

要する費用として、原水及び浄水費で２億６,４２４万円、配水及び給水費で８,６７７

万９,０００円。また減価償却費として２億２,９１９万１,０００円などを計上してい

ます。営業外費用では２,９６７万９,０００円を計上しており、主に企業債利息及び消

費税等に要する費用となっております。そのほか特別損失、予備費を計上しております。 

第４条の資本的収入及び支出の予定額としまして、収入では第１款資本的収入２億２,



１９６万５,０００円を見込んでおります。これは企業債１億５,８００万円と分岐工事

負担金などの負担金６,３９６万５,０００円でございます。支出では、第１款資本的支

出３億５,４６７万６,０００円を計上しております。主なものは青葉台団地内配水管布

設替工事及び高田地区（高田南）配水管布設工事などの建設改良費３億１,５０７万８,

０００円、及び企業債償還金３,７５９万８,０００円でございます。なお、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額１億３,２７１万１,０００円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額２,１３６万９,０００円、過年度分損益勘定留保資金９,

９４１万２,０００円、当年度分損益勘定留保資金１,１９３万円で補填する予定でござ

います。２ページをお開き願います。第５条の企業債につきまして、水道施設整備の事

業費に充てる目的で１億５,８００万円の起債を予定しております。第６条の一時借入

金につきましては、借入限度額を３億円としております。第７条の予定支出の各項の経

費の金額の流用につきましては、営業費用と営業外費用及び特別損失間において予算の

流用を可能とすることをお願いするものでございます。第８条の議会の議決を経なけれ

ば流用することのできない経費につきましては、職員給与費１億３２６万７,０００円

及び交際費１０万円を予定しております。第９条のたな卸資産購入限度額につきまして

は、５６０万１,０００円を予定しております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。なお議案のあとに、予算に関する説明書を

添付しておりますので、御参照をよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、議案第２９号令和３年度長与町下水道事業会計予算につきまして御説明

申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第２条の業務の予定量といたしま

して、令和３年度末排水戸数を１万５,９５０戸、年間総排水量を３８６万２,０００立

方メートル、１日平均排水量を１万５８１立方メートルと見込んでいます。また、建設

改良事業として３億６,４７６万９,０００円を予定しており、国庫補助対象事業として

１億３,９００万円を行う予定でございます。第３条の収益的収入及び支出の予定額と

いたしまして、収入では、第１款下水道事業収益を１０億２,３８８万６,０００円見込

んでおります。主なものといたしましては営業収益では６億８,８５２万円。内訳とし

て、下水道使用料６億８,４０５万７,０００円が主なものでございます。営業外収益で

は３億３,５２５万７,０００円。内訳として、他会計負担金１億５００万円及び長期前

受金戻入２億２,９８６万８,０００円が主なものでございます。支出では、第１款下水

道事業費を９億４,８０５万５,０００円を計上しております。主なものといたしまして、

営業費用の８億８,１７１万８,０００円でございます。主な内訳といたしまして、下水

道施設の維持管理等に要する費用として、管渠費、処理場費で３億１,３８７万２,００

０円。また減価償却費として４億７,０７７万４,０００円などを計上しております。営

業外費用では６,５０３万７,０００円を計上しており、主に企業債利息及び消費税等に

要する費用としております。そのほか特別損失、予備費を計上しております。 

第４条の資本的収入及び支出の予定額といたしまして、収入では第１款資本的収入３



億８９１万１,０００円を見込んでおります。これは建設改良費への充当分として、企

業債２億３,６１０万円、国庫補助金７,２１５万円、受益者負担金の６６万１,０００

円でございます。支出では第１款資本的支出５億７,４５１万円を計上しております。

主なものは、長与浄化センターの高度処理に関わる改築、更新事業及び下水道管路施設

の新設、更新などの建設改良費３億６,４７６万９,０００円、及び企業債償還金２億８

７４万１,０００円でございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額２億６,５５９万９,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,

５６２万１,０００円、過年度分損益勘定留保資金２億３,９９７万８,０００円で補填

する予定でございます。第５条の債務負担行為につきましては、水洗便所改造資金に対

する利子補給補助金として、住民が借り入れた資金に対して令和４年度から令和８年度

までの期間に金融機関へ支払う利息相当額を限度額とし、債務の負担を行う予定として

おります。上記事業に伴い借入資金に対する債務不履行時の損失補償として、借入金の

償還期限到来後３か月を経過した日から履行の日までの期限につき、元金及び遅延利息

の合計額を限度額とし債務の負担を行う予定としております。２ページをお開きくださ

い。第６条の企業債につきましては、建設改良費に充てる目的で２億３,６１０万円の

起債を予定しております。第７条の一時借入金につきましては、借入限度額を３億円と

しております。第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、営業費用

と営業外費用及び特別損失間において、予算の流用を可能とすることをお願いするもの

でございます。第９条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきま

しては、職員給与費７,９６０万３,０００円及び交際費６万円を予定しております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。なお、議案のあとに予算に関する説明書を

添付しておりますので御参照願います。 

以上が議案第２２号から２９号までの提案理由でございます。 

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日も定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １２時０４分） 

 


